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 雲仙市イノシシ農作物被害対策研修会の開催について 

          

雲仙市ではイノシシ農作物被害対策について、長崎県より認定されたイノシシ対策 A

級インストラクターによる、農家を対象にした講義並びに防護柵の設置研修会を継続的に

行なっており、今回、下記のとおり開催します。 

 今年度は、国の事業である鳥獣被害防止総合対策事業にてワイヤーメッシュ柵を 20 地

区（総延長 22,523m）、電気柵を 3 地区（総延長 3,710m）設置予定で、農作物被害対策

に取り組んでおります。（ワイヤーメッシュと電気柵の複合地区があるので、全 21 地区、

総延長 26,223ｍです。） 

また、雲仙市は全国的にも珍しい「若手農業者も含まれている雲仙市鳥獣被害対策実施

隊」を設置しており、集落における防護柵設置後のルールづくりの必要性を説明し、その

活動が評価され、平成 26 年度には農林水産大臣賞を受賞しました。 

今年度は新規で 7 名の若手農業者が加わり、本研修会にも出席します。 

 

記 

１．雲仙市イノシシ農作物被害対策研修会 

  主催：雲仙市有害鳥獣被害防止対策協議会（会長 江口秀司） 

（１）日時 平成 30 年 10 月 1 日（月） １４：００～１６：３０ 

（２）場所 雲仙市役所千々石総合支所 3 階大会議室 及び 橘公園 

（３）内容 イノシシ農作物防護対策（講習及び防護柵の設置実習等） 

（４）参集者 30 年度イノシシ進入防止柵設置事業 21 地区リーダー等約 40 人 

    

※ 鳥獣被害対策実施隊 

平成２０年に施行された「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措

置に関する法律」（以下、鳥獣被害防止特措法）の基本指針に即して市町村が策定した

被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するために、鳥獣被害対策実施隊を設

置することができます。（民間人の隊員は非常勤の市町村職員とする） 

隊員総数１８名（内市職員７名、民間１１名）。 
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